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国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
の
申
請
に
つ
い
て

が
わ
か
る
書
類
（
年
金
手
帳
、
基
礎
年
金
番
号

通
知
書
な
ど
）
を
ご
持
参
の
上
、
窓
口
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※
失
業
な
ど
を
理
由
と
す
る
場
合
は
、
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
な
ど
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
制
度
や
申
請
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
保

険
年
金
課
窓
口
ま
た
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

・
土
浦
年
金
事
務
所
　
国
民
年
金
課
（
土
浦
市

小
松
１
‐
３
‐
33
本
ハ
ト
リ
ビ
ル
１
　
２
階
）

☎
０
２
９
‐
８
２
５
‐
１
１
７
０

自
動
音
声
に
従
っ
て
︻
２
︼
の
あ
と
に
︻
２
︼

を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

・
保
険
年
金
課
　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
７
）

重
度
心
身
障
害
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
の
医
療
福
祉
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
へ

　
重
度
心
身
障
が
い
者・父
子
家
庭
の
父
子・

母
子
家
庭
の
母
子
と
し
て
、
医
療
福
祉
費
支

給
制
度
（
マ
ル
福
制
度
）
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
方
の
資
格
は
、
毎
年
６
月
末
日
で
更
新

と
な
り
ま
す
。

　
７
月
か
ら
の
資
格
は
、
前
年
の
所
得
や
世

帯
状
況
を
確
認
後
、
該
当
・
非
該
当
に
か
か

わ
ら
ず
、
判
定
の
結
果
を
６
月
下
旬
に
通
知

い
た
し
ま
す
。

▼
更
新
の
対
象
者

１
　
重
度
心
身
障
が
い
者

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、
２
級
、
内
部
障

害
３
級
の
方

②
療
育
手
帳
Ａ
ま
た
は
Ⓐ
の
方

③
障
害
年
金
１
級
の
方

④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方
な
ど

※
65
歳
以
上
の
方
は
『
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
被
保
険
者
』
に
限
り
、
対
象
と
な
り
ま

す
。

２
　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
子
・
父
子
・
子
が

18
歳
に
な
る
学
年
末
ま
で

※
重
度
障
害
の
場
合
、
お
よ
び
高
校
在
学
の

場
合
は
20
歳
ま
で

▼
更
新
の
判
定
結
果
が
「
該
当
」
の
方

　
７
月
１
日
か
ら
お
使
い
い
た
だ
く
受
給
者

証
を
、
６
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

▼
更
新
の
判
定
結
果
が
「
非
該
当
」
の
方

　
来
年
の
６
月
30
日
ま
で
助
成
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。
非
該
当
と
な
る
旨
の
通
知
を
お

送
り
し
ま
す
。

※
な
お
、
次
年
度
の
更
新
に
つ
い
て
は
自
動

的
に
判
定
を
行
い
ま
す
。

▼
窓
口
で
更
新
手
続
き
が
必
要
な
場
合

　
下
記
の
お
手
続
き
が
必
要
と
な
る
方
に

は
、
６
月
中
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

記
載
内
容
を
ご
確
認
の
う
え
、
役
場
保
険
年

金
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

①
令
和
７
年
１
月
１
日
時
点
で
、
所
得
判
定

に
必
要
な
方
の
住
民
登
録
が
利
根
町
に
な

い
方
。（
転
入
さ
れ
た
方
な
ど
）

②
所
得
判
定
に
必
要
な
方
の
、
令
和
６
年
中

の
確
定
申
告
ま
た
は
町
・
県
民
税
申
告
が

お
済
み
で
な
い
方
。

▼
問
い
合
わ
せ
　

　
保
険
年
金
課
　
医
療
年
金
係
　

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
６
）　

　
保
険
料
を
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、
万
一
、
死

亡
し
た
り
、
障
が
い
を
負
う
よ
う
な
不
慮
の
事

故
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予

さ
れ
る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付
猶
予

制
度
」
が
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
年
金
課
窓
口

に
て
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
７
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納

付
猶
予
申
請
の
受
付
は
、
７
月
１
日
か
ら
開
始

さ
れ
、
令
和
７
年
７
月
か
ら
令
和
８
年
６
月
分

ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
を
行
い
ま

す
。

　
ま
た
、
申
請
日
の
２
年
１
カ
月
前
ま
で
は
、

過
去
の
期
間
に
遡
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

　
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
に
な
り
、
申
請
を
忘
れ
て
い
た
た
め
に

未
納
期
間
が
あ
る
方
な
ど
は
、
保
険
年
金
課
窓

口
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
す
る
と
、
延
滞
金

が
課
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
納
付
義
務
の
あ

る
方
（
被
保
険
者
本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世

帯
主
）
の
財
産
が
差
し
押
さ
え
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
方
法

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
）、
窓
口
に
来
庁

さ
れ
る
方
の
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
旅
券
、
身
体
障
害
者

手
帳
、
在
留
カ
ー
ド
な
ど
）、
基
礎
年
金
番
号

暮らしの情報欄
福
祉
課
か
ら
各
種
支
援
事
業
の
お
知
ら
せ

　
安
否
確
認
、
健
康
の
保
持
お
よ
び
孤
独
感

の
解
消
を
目
的
と
し
て
、
ひ
と
り
暮
ら
し
高

齢
者
の
自
宅
を
訪
問
し
、
乳
製
品
の
配
布
を

行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者

・�

町
内
に
住
所
を
有
す
る
65
歳
以
上
の
病
弱

な
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者

▼
内
容

�
隔
週
で
ヤ
ク
ル
ト
７
本
を
ヤ
ク
ル
ト
レ

デ
ィ
が
本
人
へ
直
接
手
渡
し
ま
す
。

（
火
曜
日
～
土
曜
日
の
希
望
す
る
曜
日
に
配

布
し
ま
す
。
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
は

配
布
し
ま
せ
ん
）

▼
提
出
書
類

　
役
場
福
祉
課
窓
口
に
あ
る
申
請
書
に
、
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
注
意
事
項

・�

不
在
に
す
る
場
合
や
転
居
す
る
場
合
、
施

設
へ
の
入
所
や
入
院
な
ど
の
場
合
は
、
役

場
福
祉
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
と
の
併
用
は
で
き
ま

せ
ん
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課　
高
齢
介
護
係　

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
４
）

　
生
き
が
い
づ
く
り
お
よ
び
健
康
の
向
上
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、
高
齢
者
の
安
定
し
た

歩
行
を
補
助
す
る
シ
ル
バ
ー
カ
ー
の
購
入
費

用
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象
者
（
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
）

・
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と

・�

購
入
日
に
満
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

・�

歩
行
の
際
に
補
助
を
必
要
と
す
る
こ
と

�

▼ 

対
象
と
な
る
シ
ル
バ
ー
カ
ー

　
（
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
）

・�

車
輪
が
4
輪
以
上
か
つ
荷
物
入
れ
を
有
し

て
い
る
も
の

・�

歩
行
を
助
け
る
機
能
が
あ
る
も
の

・�

休
息
す
る
た
め
の
座
面
が
あ
る
も
の

▼ 

補
助
金
の
額　
一
律
５
０
０
０
円

※�

購
入
金
額
が
５
０
０
０
円
に
満
た
な
い
場

合
は
、
購
入
金
額
と
な
り
ま
す
。

※�

補
助
金
の
交
付
は
、
対
象
者
１
人
に
つ
き

１
回
限
り
で
す
。

▼ 

提
出
書
類

⑴�

申
請
書
（
シ
ル
バ
ー
カ
ー
を
購
入
し
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60
日
以
内
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。）

⑵�

販
売
店
の
名
称
お
よ
び
住
所
、
購
入
者
氏

名
、
購
入
日
な
ら
び
に
購
入
金
額
が
記
載

さ
れ
た
領
収
書

⑶�

購
入
し
た
シ
ル
バ
ー
カ
ー
の
仕
様
が
確
認

で
き
る
書
類

⑷
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の

※�

申
請
書
は
、福
祉
課
の
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

愛
の
定
期
便
事
業

シ
ル
バ
ー
カ
ー
購
入
費
補
助
金

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
更
新
を
忘
れ
ず
に
！！

　
現
在
ご
利
用
の
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認

定
証
の
有
効
期
限
は
7
月
31
日
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
8
月
以
降
も
ご
利
用
の
場

合
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　
更
新
対
象
の
方
に
つ
い
て
は
、
6
月
中
旬

に
申
請
に
必
要
な
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼ 

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
と
は

　
所
得
の
低
い
方
に
対
し
て
、
介
護
保
険
施

設
（
介
護
老
人
保
健
施
設
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
、
介
護
医
療
院
）
へ
の
入
所
お
よ
び

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利
用
時
の
食
費
・
居
住
費

の
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
申
請
書

・
同
意
書

・�

本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
通
帳
・
有
価
証
券
な

ど
の
写
し

※�

令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
に
本
人
ま
た
は
配

偶
者
が
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て

い
な
い
場
合
は
、
非
課
税
証
明
書
が
必
要
で

す
。

※�

通
帳
は
申
請
前
に
記
帳
し
、
銀
行
名
、
支
店

名
、
口
座
番
号
、
口
座
名
義
人
が
確
認
で
き

る
ペ
ー
ジ
と
最
終
残
高
が
確
認
で
き
る
ペ
ー

ジ
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▶対象者
　次の（１）、（２）のいずれにも該当する方
　（１）本人、配偶者等の世帯全員が町民税非課税
　（２）預貯金等の資産が次の金額以下であること

▶介護保険負担限度額認定証の発送時期
　７月 14 日（月）までに申請いただいた場合は、７月 1７ 日（木）
に発送を予定しています。課税や預貯金などの審査に時間がかかる場
合がありますので、早めに申請をお願いします。
▶問い合わせ
　福祉課　高齢介護係　☎６８－２２１１（内線１３２）

利用者負担段階 対象者 預貯金等資産要件

第１段階
・生活保護受給者
・ 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が
町民税非課税の方

単身 1,000 万円以下
夫婦 2,000 万円以下

第２段階
世帯全員※が町民税非課税で、前年の
公的年金等収入額＋その他の合計所得
金額が年間で 80.9 万円以下の方

単身 650万円以下
夫婦 1,650 万円以下

第３段階
世帯全員※が町民税非課税で、前年の公的
年金等収入額＋その他の合計所得金額が年
間で 80.9 万円超 120万円以下の方

単身 550万円以下
夫婦 1,550 万円以下

第４段階
世帯全員※が町民税非課税で、前年の
公的年金等収入額＋その他の合計所得
金額が年間で 120万円超の方

単身 500万円以下
夫婦 1,500 万円以下

※世帯分離している配偶者も含みます。

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
の
申
請
に
つ
い
て

が
わ
か
る
書
類
（
年
金
手
帳
、
基
礎
年
金
番
号

通
知
書
な
ど
）
を
ご
持
参
の
上
、
窓
口
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※�

失
業
な
ど
を
理
由
と
す
る
場
合
は
、
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
な
ど
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
制
度
や
申
請
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
保

険
年
金
課
窓
口
ま
た
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

・�

土
浦
年
金
事
務
所　
国
民
年
金
課
（
土
浦
市

小
松
１
‐
３
‐
33
ハ
ト
リ
ビ
ル
１　
２
階
）

　

�

☎
０
２
９
‐
８
２
５
‐
１
１
７
０

　

�

自
動
音
声
に
従
っ
て
【
２
】
の
あ
と
に
【
２
】

を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
７
）

重
度
心
身
障
害
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
の
医
療
福
祉
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
へ

　
重
度
心
身
障
が
い
者・父
子
家
庭
の
父
子・

母
子
家
庭
の
母
子
と
し
て
、
医
療
福
祉
費
支

給
制
度
（
マ
ル
福
制
度
）
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
方
の
資
格
は
、
毎
年
６
月
末
日
で
更
新

と
な
り
ま
す
。

　
７
月
か
ら
の
資
格
は
、
前
年
の
所
得
や
世

帯
状
況
を
確
認
後
、
該
当
・
非
該
当
に
か
か

わ
ら
ず
、
判
定
の
結
果
を
６
月
下
旬
に
通
知

い
た
し
ま
す
。

▼
更
新
の
対
象
者

１　
重
度
心
身
障
が
い
者

①�

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、
２
級
、
内
部
障

害
３
級
の
方

②
療
育
手
帳
Ａ
ま
た
は
Ⓐ
の
方

③
障
害
年
金
１
級
の
方

④�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方
な
ど

※�

65
歳
以
上
の
方
は
『
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
被
保
険
者
』
に
限
り
、
対
象
と
な
り
ま

す
。

２　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
子
・
父
子

　
子
が
18
歳
に
な
る
学
年
末
ま
で

※�

重
度
障
害
の
場
合
、
お
よ
び
高
校
在
学
の

場
合
は
20
歳
ま
で

▼
更
新
の
判
定
結
果
が
「
該
当
」
の
方

　
７
月
１
日
㈫
か
ら
お
使
い
い
た
だ
く
受
給

者
証
を
、
６
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

▼
更
新
の
判
定
結
果
が
「
非
該
当
」
の
方

　
令
和
８
年
６
月
30
日
㈰
ま
で
助
成
の
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。
非
該
当
と
な
る
旨
の
通
知

を
お
送
り
し
ま
す
。

※�

な
お
、
次
年
度
の
更
新
に
つ
い
て
は
自
動

的
に
判
定
を
行
い
ま
す
。

▼
窓
口
で
更
新
手
続
き
が
必
要
な
場
合

　

下
記
の
お
手
続
き
が
必
要
と
な
る
方
に

は
、
６
月
中
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

記
載
内
容
を
ご
確
認
の
う
え
、
役
場
保
険
年

金
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

①�

令
和
７
年
１
月
１
日
時
点
で
、
所
得
判
定

に
必
要
な
方
の
住
民
登
録
が
利
根
町
に
な

い
方
。（
転
入
さ
れ
た
方
な
ど
）

②�

所
得
判
定
に
必
要
な
方
の
、
令
和
６
年
中

の
確
定
申
告
ま
た
は
町
・
県
民
税
申
告
が

お
済
み
で
な
い
方
。

▼ 

問
い
合
わ
せ　

　
保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係　

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
６
）　

　
保
険
料
を
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、
万
一
、
死

亡
し
た
り
、
障
が
い
を
負
う
よ
う
な
不
慮
の
事

故
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予

さ
れ
る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付
猶
予

制
度
」
が
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
年
金
課
窓
口

に
て
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
７
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納

付
猶
予
申
請
の
受
け
付
け
は
、
７
月
１
日
㈫
か

ら
開
始
さ
れ
、
令
和
７
年
７
月
か
ら
令
和
８
年

６
月
分
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
を
行

い
ま
す
。

　

ま
た
、
申
請
日
の
２
年
１
カ
月
前
ま
で
は
、

過
去
の
期
間
に
遡
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

　
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
に
な
り
、
申
請
を
忘
れ
て
い
た
た
め
に

未
納
期
間
が
あ
る
方
な
ど
は
、
保
険
年
金
課
窓

口
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
す
る
と
、
延
滞
金

が
課
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
納
付
義
務
の
あ

る
方
（
被
保
険
者
本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世

帯
主
）
の
財
産
が
差
し
押
さ
え
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
方
法

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
）、
窓
口
に
来
庁

さ
れ
る
方
の
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
旅
券
、
身
体
障
害
者

手
帳
、
在
留
カ
ー
ド
な
ど
）、
基
礎
年
金
番
号


